
　　　議題（１）

旭川市立地適正化計画の見直しについて

【諮問案件】
　　　　　　　　　　

令和6年2月第3回都市計画審議会　資料　
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【諮問案件】
　　　　　　　　　　

2
これまでの都市計画審議会と今後のスケジュール

これまでの都市計画審議会の実施について

第１回都市計画審議会（開催日：令和5年08月21日(月)）

① 市民アンケートの結果について

② 防災指針について（洪水災害（浸水深））

第２回都市計画審議会（開催日：令和5年10月18日(水)）

① 都市機能分析の結果について

② 防災指針について（洪水災害（浸水深以外），土砂災害）

今後のスケジュール

第３回都市計画審議会（開催日：令和6年2月6日(火)）

意見提出手続（パブリックコメント）

• 実施期間 2月16日(金)～3月18日(月)の約１ヶ月間

第４回都市計画審議会

• 実施予定 3月25日(月)～3月29日(金)のいずれか

確認



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

3
第１回都市計画審議会の実施概要

市民アンケートの結果について

6月9日から7月20日までの間で実施したア

ンケートの結果を説明

アンケート結果から，基本方針及び誘導施

設の見直し要否を審議

防災指針について（洪水災害（浸水深））

洪水災害（浸水深）について，居住誘導区

域を決定する際に対象にする想定降雨と

浸水深に加え，その被害リスクを踏まえた

上での居住誘導区域の設定条件を審議

確認



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

4
第２回都市計画審議会の実施概要

都市機能分析の結果について

居住誘導区域内の人口推移，都市機能

（商業機能，医療機能等）の人口カバー率，

公共交通（鉄道・バス）の変化等に関する

分析結果を説明

分析結果から見直し要否を審議

防災指針について（洪水災害（浸水深以外），

土砂災害）

洪水災害（浸水深以外）及び土砂災害に

ついて，災害リスクを踏まえた上での居住

誘導区域の設定条件を審議

確認



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

5
目次について

１　旭川市立地適正化計画の策定について
２　本市の現況と将来動向

人口，高齢者・年少人口の推移や推計を記載
３　現況整理と今後のまちづくりの課題

「２ 本市の現況と将来動向」を踏まえた課題を記載
４　立地適正化に向けた基本方針

「３ 現況整理と今後のまちづくりの課題」を踏まえた立地適正化の基本方針を記載
５　誘導区域及び誘導施設等の設定

「４ 立地適正化に向けた基本方針」を踏まえた誘導区域及び誘導施設の設定方法
について記載

６　防災指針　←　今回の改定に伴い追加された項目
「５ 誘導区域及び誘導施設等の設定」で定められた居住誘導区域に残存する災害リ
スクを明らかにするとともに，防災まちづくりの具体的な取組について記載
※令和2年の都市再生特別措置法の一部改正に伴い防災指針を追加

７　誘導施策と届出

都市機能誘導区域内の高次都市機能等の維持・集積の誘導，及び居住誘導区域内
の人口密度の高い居住地の形成を図る上での誘導施策や届出制度について記載

８　計画の実現に向けて
当該計画に係る取組効果の検証を行うための指標と目標値を記載

新　規



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

6
【１　旭川市立地適正化計画の策定について】　３．計画の位置付けについて

関連計画名について時点更新

防災指針の追加に伴い，防災に係る関連計画を追加

新　規



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

7
【２ 本市の現況と将来動向】　全般的内容

次の内容について時点更新

• 人口（推移・推計，密度・分布）

• 土地利用（市街化区域，用途地域，人口集中地区（DID），低未利用地，空き家）

• 都市機能

• 都市交通（道路の整備状況，公共交通の状況）

• その他（災害，財政動向，広域連携）

第２回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

8
【２ 本市の現況と将来動向】　５．その他＿［１］災害＿②浸水想定区域

対象とする降雨について，平成27年の水防法改正及び平成31年の旭川市洪水ハ

ザードマップ改定を踏まえて次のとおり変更

• 策定時  おおむね100年～150年に一度発生するような大雨

• 改定（案）  おおむね1000年に一度発生するような大雨

おおむね1000年に一度発生するような大雨を想定した浸水想定区域に係る評価とし

て，次の内容を記載

• 水平避難が必要となるような３ｍ以上の浸水深の区域が分布していること

• 一般的な住宅の２階まで水没し，人的被害リスクが大幅に増大する浸水深５ｍ以

上の区域も分布していること

• 大雨は，ある程度事前予測が可能な災害であることから，避難所などの安全な場

所への水平避難が重要であること

• 一部の地域では洪水時に使用できない避難所があるため，早めの避難判断が必

要であること

第１回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

9
【３　現況整理と今後のまちづくりの課題】　１．現況と将来動向の整理

「２　本市の現況と将来動向」で示した内容を項目ごと

にまとめたもの

次の項目について時点更新

① 人口

② 土地利用

③ 都市交通

④ 災害

⑤ 財政

第２回



【諮問案件】
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【４　立地適正化に向けた基本方針】　［１］都市機能に関する方針

地域核拠点のカルテを時点更新

更新内容は次のとおり

① 地域内人口

② 路線バスの系統数・運行数・時間当たり本数

③ 都市機能（病院・診療所等）の配置状況

新　規



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

11
【４　立地適正化に向けた基本方針】　［２］居住に関する方針＿利便性の高い都市の骨格となる居住地の形成

主要なバス路線及び道路について，一

律，基幹的な交通網としていたが，各種

施策を検討又は実施等する上でその位

置付けを明らかにする必要があること

から，主要なバス路線として位置づけら

れていたものを「基幹的な公共交通網」，

主要道路として位置づけられていたも

のを「基幹的な道路網」として整理

① 基幹的な公共交通網 ： 赤実線

② 基幹的な道路網　　　 ： 青点線

基幹的な病院について，当該計画上の

定義を具体的に明示

新　規



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

12
【４　立地適正化に向けた基本方針】　［２］居住に関する方針＿安全性や快適性の高いゆとりある住環境の確保

大雨による洪水時における浸水想定区域に係る被害が特に大きいと想定される区域

について，「２ 本市の現況と将来動向」及び「３ 現況整理と今後のまちづくりの課題」で

示した災害に係る課題を踏まえて次のとおり変更

策定時  ５ｍ以上（概ね100～150年に一度の大雨を想定）

改定（案）  ３ｍ以上（概ね1000年に一度の大雨を想定）

第１回



【諮問案件】
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【５　誘導区域及び誘導施設等の設定】　２．居住誘導区域の設定＿［２］　居住誘導区域の設定条件

除外要件の「災害による被害が特に大きいと想定される区域」について，「安全性や快

適性の高いゆとりある住環境の確保」で示した内容を踏まえて変更

変更内容

策定時

• 対象降雨  おおむね100～150年に一度発生するような大雨

• 浸水深  浸水想定区域（浸水深５ｍ以上）

改定（案）

• 対象降雨  おおむね1000年に一度発生するような大雨

• 浸水深  浸水想定区域（浸水深３ｍ以上）

     ただし，浸水深５m未満かつ避難受入可能な施設から約800m

     以内の範囲は除く。

第１回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

14
【５　誘導区域及び誘導施設等の設定】　２．居住誘導区域の設定＿［３］　居住誘導区域の設定　

［2］居住誘導区域の設定条件の変更に応じた居住誘導区域を記載

居住誘導区域の要件の見直しに伴い，忠和地

区及び近文地区の一部について，居住誘導区

域から一般居住区域に変更

第２回第１回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

15
【６　防災指針】　１．防災指針の概要

「６－１．防災指針の概要」として，次の内容
を記載

背景・目的
• 2020年（令和２）年に都市再生特別措

置法が改正され，新たに立地適正化計
画への「防災指針」の記載が位置づけ
られたことにともない定めることになっ
たこと

• 居住誘導区域内の災害リスクを分析し
て課題を抽出し，その課題に対する防
災対策の取組を定めること
位置付け

• 防災指針は，上位計画である「旭川市
強靱化計画」に即するものであること

• 防災指針は，「旭川市地域防災計画」
と連携を図るものであること

第１回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

16
【６　防災指針】　２．居住誘導区域の災害リスク分析

「６－２．居住誘導区域の災害リスク分析」と
して，前項で定めた居住誘導区域に残存す
る災害リスクの分析結果を記載
災害リスク分析の内容

洪水災害
① 洪水浸水想定区域
② 垂直避難の対応性
③ 避難所へのアクセス低下の可能性
④ 医療・福祉機能低下の可能性
⑤ 長期に渡る避難の可能性（浸水継続時間)
⑥ 家屋倒壊の危険性

土砂災害
① 土砂災害特別警戒区域
② 急傾斜地崩壊危険区域
③ 土砂災害警戒区域
④ 大規模盛土造成地

第２回第１回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

17
【６　防災指針】　３．居住誘導区域における防災上の課題整理

「６－３．居住誘導区域における防災上の

課題整理」として，「６－２．居住誘導区域

の災害リスク分析」で示した課題を整理し

て記載

洪水災害と土砂災害に分けて，居住誘導

区域に残存するリスクとその課題を記載

第２回第１回



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

18
【６　防災指針】　４．防災まちづくりの取組

「６－４．防災まちづくりの取組」として，取組

方針と具体的な取組を記載

記載内容

防災まちづくりに向けた取組方針

① 洪水・土砂災害対策の推進

② 避難環境の向上

③ 地域防災力の強化

④ 災害リスクの周知強化

具体的な取組

具体的な取組について，「旭川市強

靱化計画」や「石狩川上流治水協議

会の流域治水プロジェクト」等に基づ

き，取組方針毎に記載

新　規



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

19
【７　誘導施策と届出】　１　都市機能の誘導に向けた主な施策，２　居住の誘導に向けた主な施策

誘導施策についての変更点は次のとおり

• 国土交通省のコンパクトシティの形成

に関連する支援施策集を基に時点更

新

• 令和２年の都市再生特別措置法改正

に伴い，都市計画事業認可みなし制度

が追加されたことを受け，今後，道路・

公園等の都市計画施設を円滑に改修

できるよう，「老朽化した都市計画施設

は，生活の安全性や利便性の維持・向

上のため，計画的な改修，更新を進め

る。 」という記載を追加

新　規



【諮問案件】
　　　　　　　　　　

20
【８　計画の実現に向けて】　１．取組の目標（指標と目標値）の設定

各目標に係る現在値を追記

居住誘導区域内人口に対する割合に関す

る目標値について，居住誘導区域の設定

条件を見直すことにより，当該区域が一部

変更となることから，そのことを踏まえて基

準値及び目標値を更新

公共交通に係る目標として，地域公共交通

計画と連携を強化するため，当該計画の目

標を採用

防災に係る目標として，第８次旭川市総合

計画推進計画に即し，当該計画の防災目

標のうち，防災指針で定める具体的な取組

を総括的に評価できる目標を採用

新　規



【諮問案件】
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資料編

専門的な用語の解説を追加

• おおむね1000年に１回起こる大雨の

規模について，河川毎にその降雨量

を具体的に記載

立地適正化計画の検討経過について，改

定時の検討経過を追加

新　規 第１回


